
公告 

                              

令和８年１月２８日 

南城市長 大城 憲幸 

 

 

 南城市立大里こども園給食用牛乳納入業務に係る 

一般競争入札に関する公告 

 

 

 南城市立大里こども園給食用牛乳納入業務に係る一般競争入札の実施及びこの入札に参

加する者の資格を、地方自治法施行令（昭和２２年政令第 16 号）第 167 条の 5 第 1 項の規

定に基づき次のとおり定めたので、同令第 167 条の 5 第 2 項及び第 167 条の 6 第 1 項並び

に南城市契約規則（平成 18 年規則第 41 号）第 5 条の規定により公告する。 

 

 なお、本契約に係る一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により

一般競争入札参加資格確認申請書および関係書類を提出すること。 

  

記 

 

 

１ 入札に付する業務の概要 

（１） 件名 

南城市立大里こども園給食用牛乳納入業務 

 

（２） 業務履行期間 

令和８年４月１日から令和１３年 3 月３１日 

 

（３） 業務の内容 

別紙「南城市立大里こども園給食用牛乳納入業務仕様書」(以下、「仕様書」という。)

のとおり。 

 

２ 入札参加資格 

 本業務の入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

 



（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第 16 号）第 167 条の４に定める以下の項目に

該当しない者 

① 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第７７号）第３２

条第１項各号に掲げる者 

 

（２） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第 2 号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に

該当しない者 

 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てがなさ

れてない者 

 

（４）本業務の仕様を遂行するために必要とされる業務経験を有し、国・地方公共団体等の 

業務を受託した実績を有する者 

   ※ 業務経験については、「３入札参加希望の申請方法等」の（１）ウ参照 

 

３ 入札参加希望の申請方法等 

（１）本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）

を所定の期日までに持参のうえ提出(郵送による提出は、受け付けない。)し、入札参加

資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、

入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。 

 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（様式１）。 

イ 登記簿謄本または履歴事項全部証明書の写し（※ 発行から 3 ヵ月以内のもの）。 

ウ 業務実績書（様式２）。 

※主に過去２年の間に、本市若しくは他の地方公共団体又は県や国並びに法人の
教育・保育施設等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を記載する。 

エ （様式２）に記載した業務実績を証明するもの（契約書写し等）。 

オ 法人税（国・県・市）に関する滞納処分を受けたことがない証明、又は未納がない

ことの証明ができる書類（※ 発行から 3 ヵ月以内のもの）。 

カ 印鑑証明書（原本）及び使用印鑑届（様式 3） 

（２）申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

（３）提出された申請書等は返却しない。 

 



４ 申請書等の交付及び受付期間等 

 

（１） 申請書等の交付及び受付期間等 

期間：公告日から令和８年２月１３日（金）まで（土日祝日を除く） 

時間：午前９時から午後 5 時まで（正午から午後１時までの時間を除く。） 

※ 交付する申請書等は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。 

 

（２） 申請書等受付場所 

南城市佐敷字新里１８７０番地 

南城市健康福祉部 こども保育課（南城市役所庁舎 １階 16 番窓口） 

 

（３） 提出部数 

各１部を持参によるものとする。 

 

５ 入札参加資格の審査及び通知等 

  入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和８年２月１８日（水）

までに通知する。 

 

６ 仕様書等の閲覧等及び質疑応答   

（１） 本業務の仕様書は、公告日から令和８年２月１３日(金)までの間、本市ホームペー

ジに掲載する。 

 

（２） 本業務に関して疑義等がある場合には、質疑書（様式４）に質問事項を記載し、下

記の受付電子メールに送付するものとする。なお、口頭又は電話等による質問は、

受け付けない。 

ア 質問の受付期間 

   公告日から令和８年２月４日（水） 正午まで 

  イ 受付電子メールアドレス  oozatokodomoen@city.nanjo.lg.jp 

  ウ 質疑書様式交付場所 

    本市ホームページにおいて入手すること。 

 

（３） 質疑書（様式４）による回答は、令和８年２月１０日（火）までに、電子メールに

て回答する。 

 

７ 入札説明会 

  実施しない。 
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８ 最低制限価格 

  設定しない。 

 

９ 入札の日時及び場所等 

（１） 入札執行日時 

令和８年２月２７日（金）１０時０0 分 

 

（２） 入札執行場所 

南城市役所 ２階 ２１３会議室    

 

１０ 入札方法 

（１）入札参加資格を受けた者が、定められた時間までに入札会場へ出席しない場合は、入

札に参加する意思がないものとみなす。 

 

（２）入札書（様式５）は入札参加資格を有する者が提出するものとし、代理人が提出する

場合は、入札前に委任状（様式６）を提出しなければならない。 

 

（３）入札者の内、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者（以下「最低

価格者」という。）を落札者とする。ただし、最低価格者が二者以上の場合は、くじに

よって落札者を決める。 

この場合、同価入札をした者は、くじを辞退することはできない。 

（４）開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がな

いときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、入札執行回数は３回までとし、対象は１

回目の入札をした者とする。 

この場合、新たな入札書を使用することになるため、あらかじめ予備の入札書を準備

しておくこと。 

 

（５）入札書には、消費税を除いた入札金額（単価）を記載すること。 

 

（６）入札書には、入札者の住所、商号、氏名、入札金額を記入の上必ず押印すること。な

お、入札金額の訂正は無効とする。 

 

（７）入札金額は、アラビア数字（0，1，2，3・・・）でペン、又はボールペンで記入し、

金額の前に必ず「￥」をつけ、消費税を含めない金額を記入すること。 

 



（８）初回入札時の積算内訳書（任意様式）を入札書と併せて提出すること。 

この場合、初回入札金額と積算内訳書の金額（税抜き）は同額とすること。 

 

（９）提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 

 

（10）（１）から（９）に掲げるもののほか、南城市競争入札心得規定（平成１８年１月１

日告示第１０号）、その他、入札に関する法令を遵守するとともに、執行者の指示に従

わなければならない。 

 

 

１１  入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金については、南城市契約規則第６条及び第７条に基づき、入札金額の 100

分の 5 とする。ただし、同規則第８条に該当すると認められる場合は免除とする。 

（２）契約保証金については、南城市契約規則第４０条に基づき、契約金額の 100 分の 10 

以上とする。ただし、同規則第４１条に該当すると認められる場合は免除とする。 

 

１２  入札の無効等 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ア 入札に参加する資格のない者のした入札。 

イ 申請書に虚偽の記載をした者のした入札。 

 ウ 記名押印のない入札書による入札。 

エ 記載事項を判読しがたい入札書による入札 

オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札。 

 カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書に 

よる入札。 

 キ 委任状を持参しない代理人のした入札。 

 ク 積算内訳書が提出されない入札（積算内訳書に記名、押印が無いもの、金額がすべ 

て記載されていないもの、初回入札書と金額が異なるものを含む） 

ケ 入札者又はその代理人が１人で２枚以上の入札（他人の代理人としての入札を含 

む）をした場合、その全部の入札。 

 コ 明らかに連合によると認められる入札。 

 サ 入札に関し、不正の利益を得るために連合その他の不正な行為をした者の入札。 

 シ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札 

ス その他入札に関する条件に違反した入札 

 

 



１3 契約締結の期限等 

落札者は、落札決定の通知を受けた日から 5 日以内に契約に必要な書類を提出しなけれ 

ばならない。 

１4 その他 

（１） 入札参加者は、本公告及び仕様書等を熟読し、入札にあたっての留意事項を遵守し

なければならない。 

（２） 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治施行令、南城市契約規

則によるところによる。 

１5  問い合わせ先 

〒901－1495 南城市佐敷字新里 1870 番地 

南城市健康福祉部こども保育課（南城市役所庁舎 １階 16 番窓口） 

電話：098－917－5343（担当：平良、山城） 

電子メール：oozatokodomoen@city.nanjo.lg.jp 
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